
東京都立両国高等学校・附属中学校 危機管理計画 

 

Ⅰ 学校危機管理計画の基本方針 
 

１ 本校が被災した場合、学校は生徒の生命及び身体の安全確保を第一として、迅速且つ的確な誘導、

保護を行う。 

２ 人的災害を被らないための安全確保はもとより、災害を被った場合も被害が最小限度に留まるよ

う、日常から教育及び訓練を行う。 

３ 教職員は本計画に基づき役割を分担する。しかし弾力的に全体を共有し、絶えずこの行動基準を

見直していく。 

 

Ⅱ 事前対策 
 
１ 危機管理組織と教職員の役割 

 
学校危機管理委員 
学校危機管理委員会  校長・副校長・経営企画室長 

予防管理組織編成 防火管理者（副校長） 

防火防災担当責任者（各室火元責任者） 

火元責任者 教室（各担任教諭） 

特別教室（各教科主任教諭） 

職員室（副校長） 

校長室・経営企画室・会議室（経営企画室長） 

体育館（体育教科主任教諭） 

部室（各顧問教諭） 

 

危機管理部 
本部  本部長   校長 

      副本部長 副校長  

本部要員   指導部主任及び経営企画室長 

情報収集連絡班 教務部 消防機関への通報・連絡 校内への連絡 墨田区への連絡 

施設班  総務部 学校施設の安全確保 防護 危険物の措置 防火扉の閉鎖 

食糧班   研究部 飲料水・食糧の備蓄、炊飯用具、燃料等関連資器材の整備、管理 

避難誘導班 指導部・進路部・担任 生徒の避難誘導 

応急救護班 指導部・養護教諭 避難終了後の捜索 残留者救出 応急措置 担架による搬送 

避難所支援班 進路部 消火器の運搬・操作 給水の保全管理 

点検防護措置班 経営企画室 重要書類の焼失・散逸防止と安全持ち出しの方途策定、管理責任 

 

２ 情報連絡体制【別表１】 

 危機管理対応が必要な人的・物的被害の状況やその他の緊急事態について情報を速やかに収集し、

危機管理委員会に報告する。 

 

３ 生徒の安否確認方法 

 災害発生時に生徒の安否確認をするために Classi東京都版による緊急時の連絡体制を構築する。 

 

４ 施設・設備の安全対策 

 廊下、階段等の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件及び防火戸等の閉鎖支障とな

る物件を放置等されないように管理するものとする。防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不



備欠陥が発見された場合は、速やかに改修するものとする。また、避難経路図を各教室、特別教室

に掲示する。 

 

５ 防災教育・防災訓練 

 教育課程の年間指導計画に位置づけ、中学校の生徒は各月 1回の防災訓練・避難訓練を行い、高

等学校の生徒は年間４回の防災訓練を行う。 

 

６ 教職員の危機管理研修 

 常勤の教職員に対しては年間２回、職員会議等において危機管理研修を実施する。また、危機管

理研修においては外部の専門家を必要に応じて招聘し、講義等を行う。 

 

Ⅲ 災害発生時の対応 

 

１ 学校災害対策本部の設置 

 災害の発生と同時に、校長室内に災害対策本部を設置する。災害対策本部は、校長を本部長とし、

副校長、経営企画室長で構成する。対策本部の任務は、生徒の安全確保、生徒の避難誘導措置、生

徒の保護、救出体制の構築、災害情報の収集と報告、食料・飲料水の確保、施設設備の安全確認等

とする。 

 

２ 生徒の避難誘導 

授業中にあっては、教師は次の安全確保行動を生徒に指示する。 

（１）校内放送及び教員の指示に従って行動させる。 

（２）電灯などの落下物から頭部の安全を図らせる。机の下に潜り、机の足を持ち、頭を窓と反対

側に向け身を守る。 

（３）教室のドアや窓を開ける。 

（４）慌てて外へ飛び出させない。 

（５）火の始末をする。 

部活動など校舎外にいる場合、次のことを配慮した指示をする。 

（１）ブロック塀などの倒れやすい建造物から離れさせ、その場に頭を抱えてしゃがみ込ませる。 

（２）瓦、窓ガラスなどの落下物に注意させる。 

※休み時間などの場合は、担任は自己の安全を確保した後、教室に向かう。 
 
（主震後の生徒への対応） 
主震後、１０～６０秒を経過し揺れが収まったところで、教員は次の対応をとる。 
（１）負傷者の有無を確認する。 

（２）状況判断により避難の準備をする。 

（３）混乱状態にならないように、生徒の勝手な行動を押さえる。 

（４）ドア付近の落下物を除去し、脱出口を確保する。 

（５）校内放送または本部からの伝令による指示で避難する。避難に当たっては、先頭に立ち、避

難路を確保するとともに、生徒の頭部を保護させる。 

（６）脱出に当たっては、安全かつ最短のルートを採り、私物は携行させない。 

（７）負傷者の救護を行う。 

災害対策本部は次の事柄を配慮し、指示する。 

（１）校舎や周辺の状況を確かめた上で、避難場所,経路を決定し、避難を指示する。 

（２）校内放送設備が不具合の場合、非常用拡声器や伝令を用いて指示を出す。 

（３）避難に伴い災害対策本部を移動し、絶えず災害対策本部の位置を教職員に対して明確にする。 

 



３ 生徒の保護体制 

 教職員による生徒の避難誘導により避難を完了したら、即座に人員の点呼を行う。人員点呼

により不明な生徒がいる場合は、応急救護班を中心に、避難を完了していない生徒の発見・救

出にあたる。傷害を受けた生徒を発見した場合は救出し応急処置を行う。人員点呼後に生徒の

安否について災害対策本部へ報告を行う。校長は、この報告をもとに所管の東部学校経営支援

センター支所に被害・被災状況を報告し、指導を仰ぐ。 

 

４ 施設・設備の被害状況及び安全確認と応急対策 

（１）建物の点検担当者は、施設の点検を行い、亀裂や崩壊等を発見した場合は、速やかに災害

対策本部に報告するとともに応急措置を行う。 

（２）火気使用設備器具は、安全を確認した後、使用を再開する。 

（３）各点検、検査員及び火元責任者等は、地震後速やかに消防用設備等点検を実施し異常の有

無を災害対策本部に報告すること。点検の結果、使用不能な消防用設備等があった場合は、

必要により代替え、増強を図るものとする。 

 

Ⅳ 事後対策 
 
１ 安否情報、被害状況の収集・把握 

 東京都教育委員会（学校経営支援センター）及び墨田区（災害対策本部）への報告と今後の対応 

（１）災害対策本部は、生徒の状況（傷害を受けた生徒の氏名とその対応・帰宅者氏名・学校保

護下にある生徒氏名）及び施設・設備の被害状況を文書でまとめ、校長はこれを所管の東

部学校経営支援センター支所に報告する。        

（２）避難所への対応として、避難者の数と現状、傷害を受けた者とその対応、緊急物資搬入、

ボランティアの受け入れ等について、それぞれ文書で校長に報告し、これを記録する。校

長は、このことを東京都・墨田区の災害対策本部及び東部学校経営支援センター支所に報

告する。 

 

２ 施設・設備の再建 

（１）校舎内外の被害状況程度の確認。崩壊の恐れのある部分への立ち入り禁止措置の徹底及び

教室の天井・床・壁の亀裂・戸棚・テレビ・机・椅子・廊下・階段などの破損・倒壊状況

を調査する。 

（２）ガス・水道・電気等は関係諸機関と連絡をとり、水質調査などを行う。 

（３）校庭及び近隣道路の亀裂調査、フェンスの安全点検等を行う。 

 

３ 授業再開準備 

（１）生徒・教職員の安否状況の把握，ライフラインや公共交通機関の復旧等の諸条件が整備さ

れた段階で企画調整会議を開き、教育活動再開の時期・方法について、具体的な協議を開

始する。その際、教職員は教育活動の早期正常化に向けての体制を整え、避難所運営につ

いても必要に応じて協力しなければならない。 

（２）授業再開にあたっては、二次災害防止のため、専門家による校舎等の安全点検を実施しな

ければならない。 

（３） 校長は東部学校経営支援センター支所と協議の上、授業再開の目途を定める。授業再開

にあたっては保護者に対して、再開時期は電話・掲示・ビラ・口コミを含め、周知徹底を

図る。 

（４） 学校の教育活動が正常化されるまでの期間、学校施設・設備の被災状況、生徒・教職員

の被災状況、公共交通機関の復旧などの事情を総合的に検討し、休校・二部授業・他校の

利用など応急的な教育活動の計画を東部学校経営支援センター支所との連携を密にして

作成し、保護者・生徒に周知する。 



（５）災害救助法などの適用がされた場合には、「都立高校の授業料等徴収条例施行規則」に基

づき、被災により授業料納付が困難と認められた者については、免除・減免・納付期限の

延期などの適切な処置を行う。 

 

４ 応急教育計画の作成 

 応急的な教育活動の計画にあたっては、校舎施設設備の状況を勘案して立案し、状況の変化に応

じて、改善を図る。生徒の出欠に関しては、記録し、その認定に関しては適切に行う。 

 

Ⅴ 避難所等開設支援 
 
１ 避難所の開設 

 校長は避難所開設の準備を担当職員へ指示する。その際、①生徒の安全確保の場所、②教育機能

のための場所、③避難所管理のための場所を確保した上で適切に学校施設を避難所として開設する。

校庭は発災当初の避難場所とする。災害時に避難所となった場合は墨田区に対して地域住民への周

知を依頼する。 

 

２ 情報の収集と提供 

 校長は避難所の運営に関する情報の収集、整理、確認、提供を教職員へ指示する。担当者は収集

した情報を適宜校長へ報告し、墨田区災害対策本部と密に連絡を行う。 

 

３ 避難所の支援活動 

 避難所支援担当者は、避難者の生活への支援を行う。避難所に使用する場所と立ち入り禁止場所

を指定し、明示する。避難者を避難所へ誘導する。墨田区災害本部と避難所の運営に関して連携を

図る。 

 

４ 生徒のボランティア活動 

 避難所の運営に関して、生徒によるボランティア活動を行う。生徒がボランティア活動に当たる

場合は、担任の指揮・指示により行動する。ボランティア活動の内容としては、復旧作業の手伝い、

食料品・飲料の配布補助、高齢者・負傷者の介助補助等がある。 

 

５ 帰宅支援ステーションとしての対応 

校長は、帰宅困難者の発生に備え、帰宅支援ステーションとしての対応を行う。 

（１）鉄道等交通機関の運行状況の把握に努め、校内放送等を活用して、在校者に適宜伝達する。 

（２）交通機関が停止した場合は、帰宅困難な来校者を避難場所等まで避難誘導する。 

（３）帰宅支援ステーションとしての備蓄品を来校者に適宜提供する。 

ア 飲料水 

イ セルフケアセット 

ウ 食料等 

（４）災害時の停電等に対応して設置されている自家発電機を利用して投光や水中ポンプを活用

する。 

 



Ⅵ 休日・夜間等に発災した場合の教職員の行動と対応 

 
教職員の参集体制【別表２】（夜間・休日などの勤務時間外に、災害が発生した場合）       

１ 発災当初における校舎などの安全確認、生徒などの安否確認、一般避難者への対応、教育活動

の再開など、必要な勤務に従事するため、教職員は自宅及び家族の安全を確認した上で、所属

校に参集する。 

（１）徒歩及び自転車などを利用して、約１時間以内に出勤できる教職員は，自宅及び家族の安

全を確保した上で、出勤する。 

（２）約１時間以内に出勤できない教職員は、遅れて出勤するか、または、近くの緊急時避難指

定校に出勤する。 

 

２ 災害発生時に参集した教職員は、参集途上で得た情報（道路・橋梁・施設設備・建物・被災状

況など）を校長に報告する。 

 

３ 通常利用している交通機関の途絶などにより、所属校に勤務できない場合は，交通機関が復旧

するまでの間、居住地近くの（緊急避難指定校）に出勤し、その学校の校長の指示に従い、応

急対策活動にあたる。 

 

４ 緊急避難指定校で応急対策活動に従事する場合には、あらかじめ所属校校長に連絡をするとと

もに、指定校の校長に直接申告する。 

 



【別表１】情報連絡体制 
連絡先 電話番号 

東部学校経営支援センター支所経営支援室 ０３－３６２５－２１９４ 
教育庁総務部総務課安全管理担当 ０３－５３２０－６７１８ 
都立日本橋高等学校 （墨田区内高等学校） ０３－３６１７－１８１１ 
都立墨田川高等学校 （墨田区内高等学校） ０３－３６１１－２１２５ 
都立本所高等学校  （墨田区内高等学校） ０３－３６２２－０３４４ 
都立橘高等学校   （墨田区内高等学校） ０３－３６１７－８３１１ 
都立墨田工科高等学校（墨田区内高等学校） ０３－３６３１－４９２８ 
区市町村 
災害対策本部 

墨田区都市計画部防災課 ０３－５６０８－６２０６ 
墨田区都市計画部安全支援課 ０３－５６０８－６１９９ 

医療機関 

都立墨東病院 ０３－３６３３－６１５１ 
東京消防庁救急相談センター ＃７１１９ 
東京都保健医療情報センター 
「ひまわり」 （24時間対応） 

０３－５２７２－０３０３ 

ライフライン事業者 
電気：㈱ケンテック ０３－３７７４－３３２０ 
ガス：東京ガスライフバル墨田 ０３－５８２８－９４３４ 
水道：東京都水道局墨田営業所 ０３－５６３８－３１４０ 

警備会社 セコム㈱亀戸支社 ０３－３６８５－８２８５ 
 

東京都立両国高等学校
附属中学校 

電話 
０３－３６３１－１８１５（高校代表） 
０３－３６３１－１８７８（附属中代表） 

ＦＡＸ ０３－３８４６－６６８２（経営企画室） 

e-mail アドレス 
（組織端末） 

S1000107@section.metro.tokyo.jp（高 校） 
S8000530@section.metro.tokyo.jp（附属中） 

 
 
【別表２】 教職員の参集体制 
 
１ 非常配備態勢：被害その他の状況により、本部長（教育長）が必要と認めたとき。なお、学校本

部長（校長）が必要と認めたときには、学校危機管理担当者等を参集させること
ができる。 

【適用する災害】 勤務時間内に発生した地震、勤務時間外に発生した震度５強以下の地震風水害、 
火山災害、大規模事故、原子力災害、テロ、新興感染症、その他 

 
２ 特別非常配備態勢：早朝・夜間・休日等の勤務時間外において、震度６弱以上の地震が発生した時。

発令形式は、自動発令とする。 
 

 居住地～勤務地までの距離(km) 対応 

第一配備職員 １０km以内 
発災後、最初に所属へ到着し、当該所属が所管する応

急対策業務に従事する。 

第二配備職員 １０km超２０km以内 
所属へ到着後、第一配備職員と共に当該所属が所管す

る応急対策業務に従事する。 

特例配備職員 ２０km超 

勤務地へ参集が不可能な場合には、あらかじめ定める

都立学校に参集し、当該校長の指示の基に被災者の救

助、避難所運営支援等に当たる。 

 

mailto:S1000107@section.metro.tokyo.jp（高
mailto:S8000530@section.metro.tokyo.jp

